
社会福祉法人上越老人福祉協会 介護福祉士実務者研修通信課程 学則  

 

１．（設置目的） 

  超高齢社会を迎える日本にとっては、介護の中核を担う介護福祉士の養成と確保は喫

緊の課題である。介護福祉士には、利用者が住み慣れた地域で、自分らしく日常生活を

継続するために、ニーズを把握する力と、それに対応する能力が求められている。そこ

で当会では、介護福祉士の質の向上と後継者育成、ならびに介護従事者の確保を図るた

め本実務者研修を実施する。 

本研修は、平成 23年改訂の「社会福祉士及び介護福祉士法」により、平成２８年度第

２９回以降に行われる介護福祉士国家試験の受験資格（３年以上の実務経験に加え実務

者研修修了を要する）に対応する。 

 

２．（事業者の名称） 

  社会福祉法人 上越老人福祉協会 

 

３．（実施位置） 

（１）事業所所在地 

  新潟県上越市上真２１９番地 

（２）実施場所 

  新潟県上越市西城町１丁目１２番１７号 

 

４．（修業年限・開講期間） 

（１）６カ月   ６月 1日～１１月３０日 

        

（２）３カ月   ７月 1日～９月３０日 

 

５．（募集定員） 

   ３０名 （１５名× ２クラス） 

 

６．（養成課程、履修方法） 

（１）実務者研修（通信課程） 

（２）実務者研修受講時間数４５０時間を受講する。 

   但し、研修別受講免除が受けられる。（「１８．受講免除科目の取扱い」を参照） 

 

７.（学年、学期、休業日） 

学年、学期は特に定めない。 

休業日は次のとおりとする。ただし、学校長が必要と認める場合には休業日を変更す

ることがある。 



（１） 土曜日、日曜日 

（２） 年末年始   １２月２９日～ １月 ３日 

（３） 国民の祝日に関する法律に規定する日 

 

８．（申込時期） 

（１）  ４月 １日 ～  ５月１５日 

（２）  ５月 １日 ～  ６月１５日 

 

９．（受講資格） 

（１）令和７年１月以降に介護福祉士国家試験受験を希望する者。 

（２）介護の仕事に就業を希望する者、介護に関心のある者。 

 

１０．（受講者の決定） 

受講者の選考は行わず申し込み順に受け付け、受講を決定する。また、必要に応じて 

面接・選考を行い、受講を決定する。なお、定員になった時点で受け付けを締め切る。 

 

１１．（受講手続） 

（１）所定の申込書に必要事項を記載の上、申込期日までに郵送または持参で申し込む。 

   申込先 〒９４３－０１０１ 

       新潟県上越市上真砂２１９番地  

       社会福祉法人 上越老人福祉協会       

電話０２５－５２０－２１２１ 

 

（２）事業者は、受講を決定した者へ「受講決定通知書」を送付する。 

「受講決定通知書」を受け取った受講者は、受講料を所定の振込用紙により、指定さ

れた期間内に納入する。（振込手数料は受講者が負担する） 

 

（３）受講料は一括納入または分割納入（２回）とする。分割納入を希望する者は申し込

み時に申請し、初回を開講前に納入（半額以上）し、事業者が指定する日までに完

納する。 

 

（４）受講料納入を確認した後、テキストを発注し受講者へ送付する。分割納入希望者へ

は、初回の納入を確認した後、テキストを発注し送付する。 

 

１２．在籍年限 

在籍年限は、２年以内とする。 

 

１３．（退学、休学、復学、卒業） 



疾病、事故、その他やむを得ない事由により受講の継続が困難となった場合は、本人

の申告により法人経営会議にて退学・休学を認める。 

復学を希望する場合は、教員と協議の上で復学の可否を決定する。ただし、定員を超

える場合、希望のコースに復学はできない。 

 

１４．（受講料） 

受講のための費用は別表１-１のとおりとする。 

 

１５．（受講料の返還） 

  納入された受講料は、原則として返還しない。ただし、所定の期日までに受講辞退の

申し出があった場合は、一定の事務手数料を差し引いた額を事業者規程により返還する

こととする。また、その際の振込手数料は、受講者負担とする。 

≪返還額≫ 

受講辞退の申し出日 返還額 事務手数料※ 

テキスト発注の前まで 受講料の全額 2,000円 

テキスト発注日 ～ 開講日の前日 受講料の半額 2,000円 

開講日以降 なし  

※ 事務手数料ならびに返還時の振込手数料は返還額から差し引くこととする。 

 

１６．（教職員の組織） 

  教員１名以上、事務職員１名 

 

１７．（学習の評価及び課程修了の認定） 

  各科目の全ての課題を提出していること、及びスクーリングの全日程に出席している

ことにより、評価し課程修了を認める。 

 

１８．（受講免除科目の取扱い） 

  訪問介護員養成研修、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修、認知症実践者研修、

喀痰吸引等研修の修了者、および介護福祉士が本研修を受講する場合、別表２-１のとお

り科目の免除を行うものとする。 

 

１９．（個人情報の取扱い） 

  出願の際に記入していただいた個人情報は、選考結果通知、申込手続きとこれらに付

随する事項を行うために使用する。個人情報の管理には万全を期す。 

 

 

２０．（賞罰） 



  事業者は次の各号の一に該当する者について、受講を取り消すことができる。 

（１）納入すべき受講料を所定の期日までに納入しない者 

（２）研修の秩序を乱し、その他受講者としての本分に反した者 

（３）社会福祉法人上越老人福祉協会の名誉を傷つけた者、若しくは不利益な行為をした 

   者 

 

２１．（その他） 

  この学則に定めのない事項で必要があると認められる場合は、法人理事長が別にそれ

を定める。 

 

附則 

 この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

附則 

 この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

附則 

 この学則は、令和８年４月１日から施行する。 


